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新緑に陽光が注ぎ、初夏のそよ風が,い地良さを感
じさせるこの頃、年間に16日 ある国民の祝日のうち

昭和の日からこどもの日まで 4日 が含まれ、更に土
日が絡むと長いお休みが続くゴールデンウイーク、

休暇や里帰り、観光など家族との時間を楽しむ機会

が多く土 ります。_    _ _  __
その真ん中の 3日 は憲法記念日で、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」
と定められています。つまり、単に「憲法ができたからお祝いしよう !」 という日では

なく、それを通して日本という国のあり方や未来を考えようという意味があります。

日本国憲法は,あの忌わしい戦争が終わつて間もない昭和 22年 5月 3日 に施行されま
した。「主権在民」 [戦争放棄]「基本的人権の尊重」を柱として、恒久の平和を念願し

全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓い、平和を希求する素晴らしい

憲法として高い評価を受けています。
また、近年様々なところで戦争や紛争が続き、改憲・護憲の議論がありますが、多く
の戦没者の犠牲の上にできたこの憲法のおかげで、今日の平和と繁栄があることは誰し

も認めるところです。
一方、ある新聞の調査で「あなたは憲法を読んだことがありますか」というアンケー ト

に対して、「ある」と答えた人が 37%、 「ない」が45%、 残りの 18%の人は憲法その
ものについてよく知らないという驚くべき結果だつたそうです。 (日経新聞の記事より)

仏教には「戒律」というものかあります。お釈迦さまのもとで、僧侶が大勢集まり生活

を共にするようになると、秩序を維持するための規範が必要となり、「戒律」ができました。

集団の約束ごとが「律」で、これを自ら積極的に守ろうとする心が「戒」です。

自ら集団をよくしようとする人が多いと律の条項は少なくて済み、戒をわきまえない人
が多いと、律の条項が増える状態になります。つまり、規範が

先行してしまうと、本来の心、本質が疎かになってしまいます。

法然上人は、お弟子の 「お酒を飲んではいけないのでは」と
いう質問に、「飲むべくもなけれども、ただしこの世の習い」と

答えられた記録が残っています。念仏を申すことが何より大切
であり、瑣末なことに気を取 られず、物事の本質を忘れては

ならないと諭されています。 (出典 :法然『百四十五箇条問答』 第二十七問)
法律の文言や条文にあるから守るのではなく、多くの人々と共に幸せを求めていこう
とする心、即ち法の根本は共生のこころであり、その究極が憲法です。
604年 5月 に聖徳太子が制定した日本最初の成文法である十七条憲法の第十条には、
「我かならず しも聖にあらず。彼かならず しも愚にあらず。 ともにこれ凡夫のみ」
と示されています。法然上人も、自身を凡夫であるとして、「ただ一向に念仏すべしJと
諭されています。人と人との共生は、この心があってこそ成立します。

教育を受ける権利や表現の自由など、何気ない日常の出来事一つ一つが憲法と深く結
びついていることに気付くとともに、佛教の教えとも共通する憲法の精神を知ることは

自分が大切にされているとい う実感を持つと同時に「他人の権利も大切にしよう」
という思いやりの心を育む、そんな祝 日にしていただけたらと思います。 裏 面 に続 く

だ よ西 念寺
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【春彼岸会 の様子 か ら】

3月 17日 から23日 まで、春の彼岸会を厳修致しました。 20日 のお中日法要には
多くの壇信徒様にお参りをいただき、盛大に勤めさせていただくことが出来ました。
法要の後、今回はヨガインス トラクターの北本優美先生にお越しいただき、日々の健
康を支える大切なことを実技を通して御講演いただきました。
また、別紙プリントのとおり大変多くの方々から御回向の御支納をいただきました。
中日法要で全体回向、彼岸の入りと結願法要で施主様別の回向をさせていただきました。
誠に有り難 うございました。

【今年度、お世話いただく西念寺各役員様を紹介させていただきます】
役員の皆様には、御多用の中お引き受けいただき、厚く御礼申し上げます。
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【昨年度事業・会計収支報告と本年度事業計画・予算書等の配布について』
去る4月 26日 (土)18時 ～、檀家総代様、評議員様、会計監査役様にお集まりい
ただき、年度当初の役員会を開催しました。
前年度事業報告と収支決算、本年度事業計画と予算等について御協議いただきました。
当日協議いただきました内容につきまして、檀信徒様に文書報告させていただきます。
御一読いただきまして、御意見や御質問等ございましたらお寺まで御連絡お願いします。

【御来寺の際の電話連絡等のお願い】
壇信徒の皆様には日々様々な御用件で御来寺いただき、有り難く存じます。
その際、法事のお打ち合わせやその他の所用で折角お越 しいただいたにも関わらず、
不在時には対応させていただけない場合があり、大変申し訳なく存じます。
以前は外出時には玄関に留守表示やメモ帳を設置し、帰宅後に連絡させていただいて
いたのですが、本山よりお寺への空き巣事例の報告や、昨年末には当寺でも防犯カメラ
が壊されるなどの被害があり、留守表示等の設置を見合わせてお ります。 御迷惑
をおかけしますが、事前に電話等をいただけると有り難く、宜しくお願い申し上げます。
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